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令和８年３月９日（月）～ 令和８年３月１５日（日）の広報 

事件・事故の発生（主な事件・事故の発生などを掲載しています。） 

■ 死亡事案の発生（３月９日：丸亀署） 

３月９日午後４時０３分頃、丸亀市亀水町において、電柱に衝突した状態の軽四乗用自動車の車内に、

意識がない状態で倒れている女性（７４歳）を発見する事案が発生した。この事案により、女性が死亡し、

調査の結果、死因は心タンポナーデと判明した。 

■ 交通事故の発生（３月１０日：坂出署） 

３月１０日午前５時２１分頃、坂出市本町の県道において、南方から北進中の男性（７０歳）運転の大

型貨物自動車と車いすの男性（８５歳）が衝突する事故が発生した。この事故により、車いすの男性が意

識不明の重体となった。 

■ 下草火災の発生（３月１１日：丸亀署） 

３月１１日午後４時５２分頃、丸亀市綾歌町において、法面の下草を焼損（焼損面積約２，７００平方

メートル）する火災が発生した。この火災による怪我人はいなかった。 

■ 下草火災の発生（３月１２日：さぬき署） 

３月１２日午後２時０１分頃、さぬき市鴨庄において、畑と林野の下草を焼損（焼損面積約４３０平方

メートル）する火災が発生した。この火災により、男性が救急搬送された。 

■ 下草火災の発生（３月１４日：丸亀署） 

３月１４日午前１０時１０分頃、丸亀市郡家町において、法面の下草を焼損（焼損面積約１６，０００

平方メートル）する火災が発生した。この火災による怪我人はいなかった。 

■ 下草火災の発生（３月１４日：さぬき署） 

３月１４日午前１１時３０分頃、さぬき市石田において、法面の下草、立木１２本とフェンスを焼損（焼

損面積合計約２２２平方メートル）する火災が発生した。この火災による怪我人はいなかった。 
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事件の検挙・逮捕（主な検挙・逮捕情報などを掲載しています。） 

■ 大麻草の栽培の規制に関する法律違反事件被疑者の逮捕（３月９日：丸亀署） 

２月１３日、福岡県中間市内の被疑者方において、大麻草３株を育成した、福岡県中間市の風俗店従業

員の男（３１歳）を大麻草の栽培の規制に関する法律違反で逮捕した。 

■ 信用毀損事件被疑者の逮捕（３月９日：高松北署） 

１月２７日午後１時３０分頃から２月３日午後３時１２分頃までの間、自己が居住しているマンション

を管理している不動産管理会社の信用を失墜させようと企て、同マンション１階の共用掲示板に「このマ

ンションは、検針なしでボったくる」等と虚偽の事実を記載した用紙１枚を掲示して同社の信用を毀損し

た、高松市の無職の男（５４歳）を信用毀損で逮捕した。 

■ 性的姿態等撮影事件被疑者の逮捕（３月９日：三豊署、生活安全捜査課） 

令和７年２月１９日頃、甲男と乙男は共謀の上、福岡県福岡市内のホテルにおいて、ひそかに、モバイ

ルバッテリー型の小型カメラを使用し、女性（当時２０歳代）が甲男、乙男と性交している間における女

性の姿態を撮影した、東京都目黒区の甲男（当時３９歳）と東京都世田谷区の会社役員の男（当時３６歳）

を性的姿態等撮影で逮捕した。 

■ 暴行事件被疑者の逮捕（３月９日：高松北署） 

令和７年１２月２２日午後１１時２７分頃、高松市内の自宅において、女性（当時４４歳）の髪をつか

んで転倒させる等の暴行を加えた、住居不定の無職の男（４３差）を暴行で逮捕した。 

■ 詐欺事件被疑者の逮捕（３月１０日：さぬき署） 

被疑者は、さぬき市から生活扶助等の給付を受けていたものであるが、就労による収入があるにも関わ

らず、さぬき市職員に対し、収入がない旨の虚偽の内容を申告し、令和６年５月２日から令和７年４月４

日までの間、複数回にわたり、生活扶助及び住宅扶助として現金合計約１１９万円を不正受給した、さぬ

き市の会社員の男（当時６１～６２歳）を詐欺で逮捕した。 

■ 特殊詐欺（融資保証金詐欺）事件被疑者の逮捕（３月１０日：捜査第二課、高松西署） 

令和６年１０月１７日頃から同年１１月７日までの間、氏名不詳者らと共謀の上、融資に必要な費用の

名目で現金を騙し取ろうと考え、女性（当時４４歳）に対して、ショートメッセージやＬＩＮＥの通話機

能を使用して、「事業資金でお困りの方お気軽にお声掛けください。」、「支払いは株を教えるので儲けた金

を支払いにあて、マイナスの時は払わなくていい。」、「いくら借りても２年以内で完済できる。」と嘘を言

い、同年１１月７日、被疑者が管理する口座に現金合計１５０万円を振込入金させた、茨城県水戸市の無

職の女（当時３０歳）を詐欺で逮捕した。 

■ 特殊詐欺事件に関係する窃盗事件被疑者の逮捕（３月１０日：高松東署） 

令和６年６月２１日から同月２６日頃までの間、神奈川県横浜市内のコンビニエンスストアほか５か所

において、コンビニエンスストアに設置されたＡＴＭに他人名義のキャッシュカードを使用して、同ＡＴ

Ｍから別々のＡ銀行及びＢ銀行管理の現金合計１４９万６，０００円を引き出した、神奈川県相模原市の

無職の男（当時３５歳）を窃盗で逮捕した。 

■ 柔道整復師等による自動車保険金詐欺事件被疑者の逮捕（３月１０日：交通指導課、丸亀署） 

甲男らは、令和６年３月２５日に交通事故に遭った丙男、己男、Ｃ男、Ｄ男、Ｅ男に対する施術費の名

目で保険金を騙し取ろうと考え、５名の通院施術の日数は１日であったのに、丙男が令和６年５月８日か

ら１１月１５日までの９５日間、己男が同年６月４日から１１月１５日までの８３日間、Ｃ男が同年５月
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５日から６月６日までの１８日間、Ｄ男が同年５月８日から１１月１５日までの９６日間、Ｅ男が同年５

月８日から１１月１５日までの９９日間、通院して施術を受けた内容虚偽の書面を作成し、香川県所在の

保険会社に提出して同社に５名の保険金支払手続きを行わせ、令和７年１月１０日、甲男管理の銀行口座

に合計１４３万３，７２４円を振込入金させ、又、いずれも交通事故で傷害を負ったとして、接骨院に通

院したように装って保険金を騙し取ろうと考え、実際の通院施術の日数は１日であったのに、通院して施

術を受けた内容虚偽の書面を香川県所在の保険会社に提出して、丙男は令和６年５月８日から１１月１５

日までの間の９５日間分を、令和７年１月２０日に丙男名義の銀行口座に１１９万８，２９０円を振込入

金させ、己男は令和６年６月４日から１１月１５日までの８３日間分を、令和７年１月２０日に己男名義

の銀行口座に１３５万６，２７２円を振込入金させ、Ｃ男は令和６年５月８日から６月６日までの間の１

８日間を、令和７年１月２３日にＣ男名義の銀行口座に２２万８，１００円を振込入金させ、Ｄ男は令和

６年５月８日から１１月１５日までの間の９６日間分を、令和７年１月２９日にＤ男名義の銀行口座に１

２７万６，４８０円を振込入金させ、Ｅ男は令和６年５月８日から１１月１５日までの間の９９日間分を、

令和７年３月６日にＥ男名義の銀行口座に１０８万７，９５６円を振込入金させた、仲多度郡多度津町の

柔道整復師の甲男（当時４９歳）と丸亀市の配管工の丙男（当時２５歳）と丸亀市の建設作業員の己男（当

時２５歳）を詐欺で逮捕した。 

■ 恐喝事件被疑者の逮捕（３月１０日：坂出署） 

令和５年４月２７日午後７時１３分頃から同日午後７時２８分頃までの間、甲女及び乙男は共謀の上、

女性（当時２７歳）が、宅配サービスの専用アプリ上で、配達員であった乙男の評価を下げたことに因縁

をつけて現金を脅し取ろうと考え、坂出市内の飲食店駐車場において、女性に対し、甲女が「Ｂａｄ押し

たんやろ。」等と申し向け、更に、同月２８日午後９時３０分頃から同日午後９時３５分頃までの間、同駐

車場において、女性に対し、甲女が「４回押されとるけんな。」「４回で７５万円や。」「裁判か示談かどっ

ちにするん。」等と申し向けて金員を要求し、同月２９日午後６時３０分頃、同市内の公園において、現金

５０万円の交付を受けた、愛媛県西条市の無職の甲女（当時２９歳）と綾歌郡宇多津町の派遣社員の乙男

（当時２５第）を恐喝で逮捕した。 

■ 詐欺未遂（ＳＮＳ型投資詐欺）事件被疑者の逮捕（３月１０日：丸亀署） 

２月１０日から３月１０日までの間、氏名不詳者と共謀の上、暗号資産取引や利益の税金名目で現金等

を騙し取られていた女性（当時７６歳）から、更に現金を騙し取ろうと考え、女性に対し、アプリのメッ

セージ機能で「お客様の残高は、合計で２．６億円となります。」、「総資産の６％を現金配送費用として支

払う必要がる。」と嘘のメッセージを送信し、同年３月１０日、丸亀市内の会社事務所において、現金の交

付を受けようとしたが、警察官に逮捕され、その目的を遂げなかった、福岡県行橋市の無職の男詐欺未遂

で逮捕した。 

■ 窃盗事件被疑者の逮捕（３月１０日：琴平署） 

３月１０日午後６時５５分頃、仲多度郡まんのう町内のスーパーマーケットにおいて、チョコレート等

５点（販売価格合計１，４６２円）を窃取した、善通寺市のアルバイト従業員の男（５９歳）を窃盗で逮

捕した。 

■ 窃盗未遂事件被疑者の逮捕（３月１０日：三豊署） 

２月１７日午後３時２６分頃から同日午後３時３５分頃までの間、三豊市内の販売店において、女性用

下着類を盗もうとしたが、店員に発見され未遂に終わった、三豊市の作業員の男（２３歳）を窃盗未遂で
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逮捕した。 

■ 民事執行法違反事件被疑者の逮捕（３月１１日：高松北署） 

被疑者は、裁判所で係属中の財産開示事件につき、同裁判所から令和７年１１月２６日開廷の財産開示

期日に出頭すべき旨の呼出しを受けながら、正当な理由が無いのに、期日に裁判所に出廷しなかった、高

松市の会社員の男（６５歳）を民事執行法違反で逮捕した。 

■ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反事件被疑者の

逮捕（３月１１日：高松北署） 

少女（当時１７歳）が１８歳に満たない児童であることを知りながら、令和７年４月１９日、愛知県内

のホテルにおいて、現金を供与して、少女の性器を触る等し、児童買春をし、又、同年９月１２日、岐阜

県内のホテルにおいて、現金を供与して、少女に自己の性器を口淫させる性交類似行為をする等し、児童

買春をするとともに、その性交類似行為等にかかる少女の性的な姿態を自己の携帯電話機で撮影して、児

童ポルノを製造した、富山県富山市の会社員の男（当時３９歳）を児童買春、児童ポルノに係る行為等の

規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反で逮捕した。 

■ 暴行事件被疑者の逮捕（３月１２日：高松南署） 

３月１２日午前８時０２分頃、高松南警察署留置施設において、男性（当時４７歳）の左頬を手拳で１

回殴打する暴行を加えた、岐阜県岐阜市の塗装工の男（３１歳）を暴行で逮捕した。 

■ 覚醒剤取締法違反事件被疑者の逮捕（３月１２日：観音寺署） 

２月２０日以前のこれに近接する日に、法定の除外事由が無いのに、香川県内若しくはその周辺地域に

おいて、覚醒剤若干量を、何れかの方法により自己の身体に摂取して覚醒剤を使用し、２月２０日午後３

時０４分頃、自宅において、覚醒剤の結晶性粉末０．１５６グラムを所持した、三豊市の食肉加工作業員

の男（４５歳）を覚醒剤取締法違反で逮捕した。 

■ 暴行事件被疑者の逮捕（３月１２日：高松南署） 

３月１２日午前８時０２分頃、高松南警察署留置施設において、男性（当時４７歳）の左頬を手拳で１

回殴打する暴行を加えた、岐阜県岐阜市の塗装工の男（３１歳）を暴行で逮捕した。 

■ 麻薬及び向精神薬取締法違反事件被疑者の逮捕（３月１２日：丸亀署） 

令和７年９月９日頃から１０月１７日頃までの間、合計３回にわたり、氏名不詳者から大麻等が在中す

るレターパックを被疑者方に郵送させ、同年９月１０日頃から１０月１８日頃までの間、それぞれ同所で

大麻等を譲り受けた、京都府宇治市の理容師の男（当時５６歳）を国際的な協力の下に規制薬物に係る不

正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反で逮捕

した。 

■ 窃盗事件被疑者の逮捕（３月１２日：高松北署） 

３月７日午後１時５２分頃、高松市内の路上において、女性（当時５５歳）が自宅前に設置していたグ

レーチング１枚（時価合計４，０００円相当）を窃取した、木田郡三木町の無職の男（７４歳）を窃盗で

逮捕した。 

■ 暴行事件被疑者の逮捕（３月１３日：東かがわ署） 

３月１２日午後８時３０分頃、自宅において、男性（当時７８歳）の頭部を手で殴打し、さらにその左

足を足蹴りする暴行を加えた、東かがわ市の無職の男（４６歳）を暴行で逮捕した。 
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■ 暴行事件被疑者の逮捕（３月１３日：高松南署） 

３月１３日午後３時２７分頃、高松市内の小学校敷地内において、少年（当時１０歳代）の頭部を右平

手で殴打する暴行を加えた、高松市の無職の女（７４歳）を暴行で逮捕した。 

■ 過失運転致傷事件被疑者の逮捕（３月１５日：高松南署） 

３月１５日午前１１時０６分頃、高松市香南町において、東から西進中の大型乗用自動車と北から南方

へ道路を横断中の歩行者の男性（６１歳）と衝突する事故が発生した。この事故により、歩行者の男性が

頭蓋骨骨折等の重傷を負い、大型乗用自動車を運転していた、三豊市の運転手の男（６１歳）を過失運転

致傷で逮捕した。 

■ 事後強盗事件被疑者の逮捕（３月１５日：高松北署） 

３月１５日午前１１時４５分頃、高松市内のスーパーマーケットにおいて、カップラーメン等２点（販

売価格合計３１０円）を窃取したところ、保安員の女性（当時６２歳）に発見され呼び止められるや逮捕

を免れるため、女性の顔面や頭部を拳で殴るなどの暴行を加えた、高松市の無職の男（３９歳）を事後強

盗で逮捕した。 

■ 窃盗事件被疑者の逮捕（３月１５日：高松北署） 

３月１５日午後２時５６分頃、高松市内のホームセンターにおいて、電動シェイバー等６点（販売価格

合計１万５８９円）を窃取した、高松市の無職の男（７３歳）を窃盗で逮捕した。 

■ 道路交通法違反（信号無視）事件被疑者の逮捕（３月１５日：高松西署） 

３月１５日午後５時３４分頃、高松市の県道の交差点において、対面する赤色の信号灯火に従わないで

普通乗用自動車を運転し進行した、高松市の会社員の男（３７歳）を道路交通法違反で逮捕した。 

※ 掲載期間は、発生及び検挙・逮捕した週の翌週から２週間です。 

※ 掲載は、土・日・祝日及び年末年始を除く平日に行いますが、諸事情により掲載が出来ない場合や遅

れる場合がありますのでご了承ください。 


